
上尾市青少年センター管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和８年３月２６日  

上尾市長   畠  山   稔   

上尾市規則第３４号  

上尾市青少年センター管理規則の一部を改正する規則  

上尾市青少年センター管理規則（平成１０年上尾市規則第１８号）の一部

を次のように改正する。  

第３号様式及び第４号様式を次のように改める。  



第3号様式(第5条、第7条関係) 

上尾市青少年センター会議室等利用(利用変更)申請書 

年  月  日 

 

 (あて先) 

       上尾市長 

 

 

申請者 団体名              

住 所              

氏 名              

電話番号             

 上尾市青少年センターの会議室等を利用したいので(当該利用の許可に係る事項を変更

したいので)、次のとおり申請します。 

利用日時 

 

利用目的 

  

利用施設の区分   

利

用

変

更 

  変更前 変更後 

変

更

内

容 

    

利用の条件 

    

 



第4号様式(第5条関係) 

上尾市青少年センター会議室等利用(利用変更)許可書 

年  月  日 

 

申請者 団体名            

住所             

氏名          様  

電話番号           

 

 

 上記の者から申請のあった上尾市青少年センターの会議室等の利用(利用変更)につい

ては、下記のとおり許可します。 

 

上尾市長              

 

記 

利用日時 
            

 

利用目的 

  

利 用 施 設 の

区 分 
  

利

用

変

更 

変

更

内

容 

変更前 変更後 

    

利用の条件 

    

 



  附  則  

この規則は、令和８年４月１日から施行する。  


